
  

株式会社薬樹 

（会津若松市・卸売業、小売業） 代表取締役 馬場祐樹                         

 

 

 

 

 

 

「くるみん認定」企業１社を認定しました 

～認定通知書交付式を開催します～ 
 
         

 

 

 

 

 

福島労働局（局長 井口 真嘉）は、このたび、次世代育成支援対策推進法に基づき、

従業員の子育て支援に積極的に取り組んでいる「くるみん認定企業（子育てサポート企

業）」として、株式会社薬樹（代表取締役 馬場祐樹）を新たに認定しました。当局管内

のくるみん認定企業としては、５２社目の認定となります。 

認定企業に対する通知書交付式は下記により行います。 

 

 

 

 
 

 

※交付式の写真撮影、認定企業への取材は可能です。（会場に直接お越し下さい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

資料１  認定企業の取組 

資料２  認定基準一覧 

資料３  福島県内の認定取得企業（子育てサポート企業）一覧 

資料４  福島県内の認定企業分布図 
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当 

福島労働局雇用環境・均等室 

室   長  高 羽 秀 幸 

指 導 係   渡部あさ み   

        TEL：024-536-4609 

くるみん認定とは 
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達

成するなどの一定の基準を満たして申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として厚生労働
大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。さらに、くるみん認定を受けた企業が、より
高い水準の取組を行い一定の基準を満たすとプラチナくるみん認定を受けることができます。また、
これらの認定基準に合わせて不妊治療と仕事との両立の支援に関する基準を満たした場合には、くる
みんプラス認定、プラチナくるみんプラス認定を受けることができます。 

厚生労働省福島労働局発表 
令和６年１月 12 日 

 

くるみん認定 

○日 時：令和６年１月１５日（月）１４：００～ 
 
○場 所：福島第二地方合同庁舎１階会議室（福島市花園町５－４６） 
 



資料１ 

株式会社薬樹 （会津若松市） 

■代表者：代表取締役  馬場 祐樹    ■事業内容：卸売業、小売業 

■労働者数：４９人（ 男性１５人、 女性３４人 ） 

仕事と育児の両立を支援するため、育児休
業中の経済的支援制度を全労働者へ周知
するとともに、育児関連制度に関する社内
相談窓口を設置。 
計画期間中の育児休業取得率男性６６％、
女性１００％を達成。 

 

● 計画期間 

令和３年４月１日～令和５年７月３１日 
 

● 計画期間において育児休業等を取得した労働者数／取得率 

男性育児休業取得者    ２人  ／  取得率６６％ 

女性育児休業取得者    １人  ／  取得率１００％ 

 
 

● 行動計画の目標達成状況 

（１） 仕事と育児の両立を支援するために以下の取組を行い、計画期間中における育児休業取得率

について数値目標（男性７％以上、女性８０％以上）を達成した。 

・育児休業の取得や育児休業明けの働き方の希望について、アンケートによる労働者の意識

調査を実施した。また、仕事と生活の調和のため、より働きやすい働き方について労使間で

話し合う「両立推進委員会」を開催し、育児関連制度の充実などについて検討した。 

・全労働者に対し、育児休業制度や育児休業給付金、育児休業中の社会保険料の免除などの

経済的支援制度について、社内ＳＮＳによる情報提供を行った。 

・結婚や妊娠を予定する労働者が産前・産後休業制度や育児休業制度について相談すること

ができる社内相談窓口を設置した。 

 

（２） 育児のための短時間勤務制度について、対象となる子の年齢を法では「３歳未満」と定めて

いるところを「小学校３年生」までに拡充した（令和５年７月１日導入）。 

 

（３） 年次有給休暇の取得を促進するため、５日間連続の取得による長期休暇を推奨し、取得希望

日を労働者から募ることで、令和４年度の労働者１人当たりの年次有給休暇取得日数８日以

上を達成した（労働者１人当たりの年次有給休暇取得日数は１３．６日）。 

 

● 目標以外の取組 

育児のための所定外労働の制限制度について、対象となる子の年齢を法では「３歳未満」と定め

ているところを「小学校３年生」までに拡充している。 



資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜育児休業を取得した男性社員からのコメント＞  

① A さん 

育休の話を妻にしたところ、是非是非とって欲しいと喜んでもらえました。私は夫婦ともに４０

歳を過ぎてからの高齢夫婦であり３年に及ぶ不妊治療の末、もう諦めかけていた時に授かった

子でしたので、特別な思いもありました。私達夫婦はともに両親は遠方におり、産まれてすぐの

短期間手伝いをお願いした以外は夫婦二人での子育てです。初めての子育て、さらに体力の

衰えもある中で正直とても大変でした。自分に何ができるのかと不安はありましたが、とにかく今

しかできないこの貴重な時間を大切にしよう、自分にできることは全てやっていこうと思いまし

た。周囲からも、今しかできない経験だから精一杯楽しみな！と励ましの声を多数いただきまし

た。はじめは恐る恐る行ったおむつ交換、沐浴も次第に慣れ、１年たった今でも基本的に子供

のお風呂は私が一緒に入っています。 

私は生まれてすぐの２週間と、半年経過してからの２か月間の計２回育休を取得させていた

だき、その間家族３人で大切なかけがえのない時間を過ごすことができました。きっと今の関

係、そして今後にも深く影響してくるのではないかと考えております。今思い返しても育休取得し

てよかったと強く思います。 

② B さん 

弊社では初めての男性育児休暇ということもあり、申請する際も「他の先輩方が取得していな

いのに自分が取得してよいものか」と正直不安はありました。不安の中、社長直々に「出産や育

児は一生忘れられない経験です。その大切な時期に、パートナーとして支えてあげてください。」

と後押ししてくださり、会社からも快く承諾していただいたお陰で、育児に専念することができまし

た。育児に携わることで、夜泣きや寝かしつけで子供から目が離せない妻の姿を見て改めて子

育ての大変さを痛感しました。 

少しの間でしたが、妻と一緒に育児をすることができたおかげでアルバムを見たときに「あの

時はお互い大変だったね。」と会話も弾むこともでき、改めて家族の絆を深めることもできまし

た。 

これから第２子の出産を控えていますが、再度育児休暇を快く承諾してくださった社長をはじ

め、現場のスタッフには大変感謝しております。 

（ 取材連絡先・担当者：高橋亮太 koho@aiki-ph.co.jp  0242-29-5252 ) 

 

＜事業主からのコメント＞  

当社は会津若松市で薬局を運営しております。ここ数年「働き方改革」に社内全員で取り組

んだ結果、この度「くるみん認定」を受けることができたことを大変嬉しく感じております。 

当社では今まで男性の育児休業取得実績がなかったものの、これからの時代は男性の育児

参加を進めることが地方での働きやすさに繋がると考え、スタッフの協力のもと取得に繋げるこ

とが出来ました。また、現役の育児中のスタッフの意見から短時間勤務制度を「小学校 3 年生

修了時」まで拡充し、計画的有給休暇取得制度を推進して一人当たりの年次有給休暇取得

日数を現場での負担を感じることなく増やすことができました。 

今後も、従業員が仕事と家庭生活を充実させるためのサポートを継続していくことで、より良

い職場環境と薬局サービスの品質の向上を目指します。 



令和４年４月１日から認定基準が改正され、新しい認定制

度がスタートしました。（赤字の箇所が改正内容） 

認定基準一覧 
 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  

１．雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。 

２．行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること。 

３．策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。 

４．策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。 

５．次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が７％以上である

こと。 

（２）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の

育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて１５％以上であり、か

つ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。 

５．次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が１０％以上であ

り、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表

していること。 

（２）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の

育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて２０％以上であり、当該

割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表している

こと、かつ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。 

 

＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞ 

 計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、①～④のいずれかに該当すれば基

準を満たす。 

 

 

① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること（１歳に

満たない子のために利用した場合を除く） 

 

② 計画期間内に、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日ま

で）の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性

労働者がいること。 

① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること（１歳に

満たない子のために利用した場合を除く）、かつ、当該男性労働者の数を

厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。 

② 計画期間内に、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日ま

で）の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性

労働者がいること、かつ、当該男性労働者の数を厚生労働省のウェブサイ

ト「両立支援のひろば」で公表していること。 

 ③ 計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したと

きに、男性の育児休業等取得率が７％以上であること。 

③ 計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したと

きに、男性の育児休業等取得率が１０％以上であり、当該割合を厚生労働

省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。 

④ 計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場

合、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日まで）の子また

は小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利

用した男性労働者がいること。 

④ 計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場

合、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日まで）の子また

は小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利

用した男性労働者がいること、かつ、当該男性労働者の数を厚生労働省の

ウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。 

６．計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、７５％以上であ

ること。 

＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞ 

計画期間内の女性の育児休業等取得率が７５％未満だった場合でも、

計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したと

きに、女性の育児休業等取得率が７５％以上であれば基準を満たす。 

６．計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、７５％以上であ

り、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表して

いること。 

＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞ 

計画期間内の女性の育児休業等取得率が７５％未満だった場合でも、計

画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、

女性の育児休業等取得率が７５％以上であり、当該割合を厚生労働省のウ

ェブサイト「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす。 

７．３歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または

始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。 

８．計画期間の終了日の属する事業年度において次の（１）と（２）のいずれも満たしていること。 

（１）フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月４５時間未満であること。 

（２）月平均の法定時間外労働６０時間以上の労働者がいないこと。 

９．次の①～③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。 

① 所定外労働の削減のための措置 

② 年次有給休暇の取得の促進のための措置 

③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 

１０．法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 

くるみん、トライくるみん認定基準 

改正前くるみん       トライくるみん                   新しいくるみん 

資料２ 



   

                  
 

１．受けようとするくるみんの種類に応じた認定基準を満たしていること。 

  ※例えば、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業として 

くるみんプラス認定を受けようとする場合、くるみん認定基準の１～１０を満たす必要があります。 

２．次の（１）～（４）をいずれも満たしていること。 

（１） 次の①及び②の制度を設けていること。 

 ① 不妊治療のための休暇制度（多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含

まない。） 

 ② 不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、

短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度 

（２） 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。 

（３） 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。 

（４） 不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること。 

 

１～４．改正前くるみん、トライくるみん、新くるみん認定基準１～４と同一 

５. 次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が３０％以上であること。 

（２）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて５０％以上であり、

かつ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。 

＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞ 

計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、①～④のいずれか

に該当すれば基準を満たす。 

① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること。（１歳に満たない子のために利用した場合を除く） 

  ② 計画期間内に、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日まで）の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利

用した男性労働者がいること。 

  ③ 計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が３０％以上であること。 

  ④ 計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日まで）

の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること。 

６～８．改正前くるみん、トライくるみん認定基準６～８と同一 

９．次の①～③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、そ

の目標を達成したこと。 

 ① 所定外労働の削減のための措置 

 ② 年次有給休暇の取得の促進のための措置 

 ③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 

１０．次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）子を出産した女性労働者のうち、子の１歳誕生日まで継続して在職（育児休業等を利用している者を含む）している者の割合が９０％以

上であること。 

（２）子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の１歳誕生日まで継続して在職して

いる者（子の１歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む）の割合が７０％以上であること。 

＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞ 

計画期間中に（１）が９０％未満でかつ（２）が７０％未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて

計算したときに、上記の（１）が９０％以上または（２）が７０％以上であれば、基準を満たす。 

１１．育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組に

かかる計画を策定し、実施していること。 

１２．改正前くるみん、トライくるみん、新くるみん認定基準１０と同一 

新プラチナくるみん認定基準 

プラチナくるみん 

不妊治療と仕事との両立に関する認定制度「プラス」（令和４年４月１日より創設）の認定基準 

 

プラスマーク 

（例：くるみんプラスマーク） 



 資料３  

福島県内の「プラチナくるみん」認定企業一覧 

 （令和６年１月 12 日現在） 
 企業名 所在地 業種（大分類） 認定年 

１ 株式会社東邦銀行 福島市 金融業、保険業 平成２９年 

２ 株式会社ニラク 郡山市 生活関連サービス業、娯楽業 令和元年 

３ ダイハツ福島株式会社 郡山市 卸売業、小売業 令和２年 

４ 福島トヨペット株式会社 郡山市 卸売業、小売業 令和３年 

５ 福島キヤノン株式会社 福島市 製造業 令和５年 

６ 社会福祉法人郡山福祉会 郡山市 医療、福祉 令和５年 

 

福島県内の「くるみん」認定企業一覧 

（令和６年１月 12 日現在） 

 企業名 所在地 業種（大分類） 認定年 

１ 株式会社郡山測量設計社 郡山市 サービス業 平成２０年・平成２５年 

２ 株式会社東邦銀行 福島市 金融業、保険業 平成２１年・平成２６年 

３ 藤田建設工業株式会社 棚倉町 建設業 平成２１年 

４ 株式会社ニラク 郡山市 生活関連サービス業、娯楽業  平成２２年・２４年・２８年 

５ 福島キヤノン株式会社 福島市 製造業 平成２２年・２４年・２７年 

６ 田中建設株式会社 双葉町 建設業 平成２２年 

７ 医療法人社団三成会 須賀川市 医療、福祉 平成２４年 

８ 社会福祉法人太田福祉記念会 郡山市 医療、福祉 平成２５年 

９ 株式会社小野中村 相馬市 建設業 平成２５年 

１０ 公益財団法人磐城済世会 いわき市 医療、福祉 平成２５年 

１１ 社会福祉法人いわき福音協会 いわき市 医療、福祉 平成２６年 

１２ 医療法人辰星会 二本松市 医療、福祉 平成２６年 

１３ 株式会社ヨシハラ 本宮市 製造業 平成２６年 

１４ 若松ガス株式会社 会津若松市 電気・ガス・熱供給・水道業  平成２７年 

１５ 北関東空調工業株式会社 いわき市 建設業 平成２７年 

１６ 株式会社ニノテック 郡山市 卸売業、小売業 平成２７年・２９年・令和元年 

１７ 株式会社ハニーズホールディングス いわき市 卸売業、小売業 平成２７年 

１８ アルパインマニュファクチャリング株式会社 いわき市 製造業 平成２７年 

１９ 社団医療法人養生会かしま病院 いわき市 医療、福祉 平成２７年 

２０ 一般財団法人太田綜合病院 郡山市 医療、福祉 平成２７年 

２１ 一般財団法人大原記念財団 福島市 医療、福祉 平成２７年 

２２ 株式会社ヨークベニマル 郡山市 卸売業、小売業 平成２８年 

２３ 社会福祉法人南町保育会（プラス認定） 会津若松市 医療、福祉 平成２８年 

２４ 医療法人平心会 須賀川市 医療、福祉 平成２８年 

２５ 日本精測株式会社 会津若松市 サービス業 平成２８年 

２６ 株式会社二嘉組 郡山市 建設業 平成２８年 



 資料３  

 

 企業名 所在地 業種（大分類） 認定年 

２７ 株式会社メディカ 郡山市 卸売業、小売業 平成２９年 

２８ 社会福祉法人心愛会 郡山市 医療、福祉 平成３０年 

２９ 福島信用金庫 福島市 金融業、保険業 平成３０年 

３０ 社会福祉法人笑風会 郡山市 医療、福祉 平成３０年 

３１ ダイハツ福島株式会社 郡山市 卸売業、小売業 平成３０年 

３２ 一般財団法人脳神経疾患研究所 郡山市 医療、福祉 平成３０年 

３３ 福島トヨペット株式会社 郡山市 卸売業、小売業 令和元年 

３４ 東芝プレシジョン株式会社 福島市 製造業 令和元年・５年 

３５ ニダック精密株式会社 相馬市 製造業 令和２年 

３６ 社会福祉法人育成会 いわき市 医療、福祉 令和２年 

３７ 社会福祉法人多宝会 福島市 医療、福祉 令和２年 

３８ 社会福祉法人郡山福祉会 郡山市 医療、福祉 令和２年 

３９ いわき信用組合 いわき市 金融業・保険業 令和２年 

４０ 福島民友新聞株式会社 福島市 情報通信業 令和２年 

４１ 株式会社舘岩工務所 南会津町 建設業 令和２年 

４２ ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社 郡山市 卸売業、小売業 令和３年 

４３ 社会福祉法人天心会 喜多方市 医療、福祉 令和３年 

４４ 株式会社エフコム 郡山市 情報処理通信業 令和３年 

４５ 陸奥テックコンサルタント株式会社 郡山市 サービス業 令和４年 

４６ 会津オリンパス株式会社 会津若松市 製造業 令和４年 

４７ 株式会社アセラ 猪苗代町 不動産業 令和４年 

４８ 株式会社デンソー福島 田村市 製造業 令和４年 

４９ 株式会社野地組 二本松市 建設業 令和４年 

５０ 株式会社福島中央テレビ 郡山市 情報通信業 令和４年 

５１ 佐藤工業株式会社 福島市 建設業 令和５年 

５２ 株式会社薬樹 会津若松市 卸売業、小売業 令和５年 

５３ 福浜大一建設株式会社 いわき市 建設業 令和５年 
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資料４

今回の認定企業

福島県内の認定企業分布図
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